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]. はじめに 

合成洗剤追放運動や 石けん推進運動として 知られる合成洗剤に 反対する消費者意識と 消 

賛者行動は、 日本の消費者運動の 中で非常に重要な 役割を果たしてきた。 有 リン洗剤の追 

放に直結した 琵琶湖での富栄養化防止条例の 制定・施行は、 環境問題に対応した 住民主体 

の連動の成功例として 捉えられることが 多く、 韓国での合成洗剤反対運動にも 大きな影響 

を 及ぼした。 神奈川県をはじめ、 多くの自治体では 石けん推進運動を 消費者教育の 一部に 

取り入れており、 EIC ネット (Environmental Information & Communication 

Network: 環境庁関連イソターネットウェブサイト、 1997 年 10 月 現在 ) のニコライフガ 

イドページの 中や、 一部の生活行動チェック 型の環境家計簿の 中では、 合成洗剤ではなく 

石けんを使用することが 環境配慮型の 行動として捉えられている。 また、 学校教育や社会 

者 教育の場でも、 廃油石けんの 製造実習が身近なリサイクル 実習として取り 

入れられている 場合が多いが、 その際に合成洗剤の 有害性が説明されることも 多い。 消費 

者 団体の中でも 社会的に影響力の 大きい行動型団体として 知られる日本消費者連盟や 生活 

クラブ生活協同組合は 合成洗剤追放運動の 中心的組織として 知られている。 このように、 

合成洗剤有害論は 消費者運動や 消費者教育の 活性化に寄与し、 特に、 一般消費者の 生活と 

水質汚濁等の 環境問題との 関連性を意識させたという 点で、 その意味は大きい。 
しかし、 過去に発表された 合成洗剤有害論の 中の非常に注目されたものの 大部分は技術 

改良で解決したか、 または有害論自体が 学術レベルで 否定されてきた。 1980 年以降、 合成 

洗剤追放運動は 徐々に衰退し、 合成洗剤メーカ 一関係者をはじめ 洗浄関連専門家の 間では 

合成洗剤論争は 決着したと考えられている。 環境問題との 関連で一部の 界面活性剤の 使用 

量を軽減するといった 運動は比較的根強く 存続しているが、 石けん以外の 合成界面活性剤 

はすべて追放すべきとする 過激型運動は、 地球環境問題と 地域公害といった 環境問題の次 

元認識の欠如をはじめ、 科学生の欠如、 そして運動方法のモラルの 低さなども指摘され、 
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消費者運動自体を 衰退させる要因ともなっている。 

今後、 消費者主体型の 地球環境問題対応型の 消費社会を形成していくためにも、 現時点 

で 合成洗剤論争の 過去を振り返り、 その意味と今後の 課題について 推理・検討することが 

望まれる。 そこで本論文では、 まず合成洗剤の 出現、 合成洗剤有害説の 登場から合成洗剤 

追放連動の最盛期、 そして合成洗剤追放運動の 分裂から現在に 至るまでの合成洗剤論争の 

変遷をまとめ、 次いで過去の 合成洗剤論争の 中で特に重要と 思われる論点として、 柳沢文 

正・文徳兄弟の 合成洗剤有害論、 宿鳥事件と洗剤の 急性毒性、 合成洗剤の催奇形 説 、 合成 

洗剤反対派の 分裂と生活協同組合の 動向の四点を 取り上げて考察する。 

2. 合成洗剤論争の 変遷 

2 一 ] . 合成洗剤の出現 [] 一 p]82, 2 一 p]0] 

石けんの起源は 紀元前 3 ㏄ 0 年の古代バビロニアの 時代にさかの ぼ ると言われているが、 

合成洗剤の歴史は 石げんに比して 非常に浅い。 現在の合成洗剤が 登場したそもそもの 原因 

は、 第一次世界大戦中の 動植物油脂の 不足に悩まされたドイッで、 食料以外のものから 洗 

浄 剤を作り出そうと、 1916 年に石炭から 得られるプチ ル ナフタ ンソ を原料とした 洗剤を生 

産したことに 始まるが、 この洗剤の洗浄 力は 満足のいくものではなかった。 1933 年には 1. 

G. 染料会社が石油から 得られるフィッ シ 十一法パラフィ ソ を原料としたアルキルスル ホ 

ソ 酸塩 (Me は olate) とアルキル フ リルスル ホソ 酸塩 (Igep 杣 NA) の開発を行った。 第 

二次世界大戦中も 各国での油脂不足によって 合成洗剤への 期待が高まったが、 ドイッ国内 

で開発されていたポリ リソ 酸塩、 CMC 、 蛍光剤の配合による 合成洗剤の性能向上技術が 

戦後、 米国等に広まった。 そして、 米国でほ 1M5 年に合成洗剤の 生産土 が 急激 に 高まり、 

1953 年には合成洗剤の 生産立 が 石けんの生産且を 上回った。 

一方、 日本では 1931 ～ 1932 年頃 に合成洗剤の 輪 入 が行われ、 1936 年には試験的な 国産化 

が 行われた。 1950 年には米国の スタソ ダード石油系の 石油化学部門 オ ロナイトケミカル 社 

がソープレス・ソープとよばれる 石油系洗剤を 持ち込んだ。 1951 年には ABS ( アルキル 

ベン ゼソス ルホ ソ酸 ソーダ ) 合成洗剤国産第 1 号製品「ニューレックス」が 日本油脂から 

発売され、 1953 年には日本で 最初の本格的合成洗剤として、 ヤシ 油 還元の高級アルコール 

を用いた「 ヮソ ダフル」が手のかからない 魔法の洗剤として 花王面無から 市場に登場した。 

1956 年にはライオ ソ 油脂から食器・ 野菜洗剤の「ライ ホ ン F 」が発売された。 この「ライ 

ポソ F 」が登場した 際、 厚生省環境衛生部長は 全国都道府県知事あ てに野菜・食器などの 

洗浄についてなるべく 合成洗剤を活用して 衛生ならしめるよ う 指導した。 そして、 その後 

の 台所用中性洗剤には 博 生有実験証明、 D) 回虫卵が簡単に 除去される、 2) 毒性を有せ 

ず衛生上無害であ る " [3 一 D257] と記述されたラベルが 貼付されるようになる。 この 厚 

生 省関与の中性洗剤推進の 一件が後に合成洗剤追放派からの 主要な攻撃目標となっていく。 

そして 1 ㏄ 2 ～ 1 ㏄ 3 年にかけて合成洗剤は 石けん且を上回ったが、 これはちょうど 米国に比 

して 10 年遅れてのことであ った。  
 

 
 

  



洗剤論争に関する 歴史的考察 3 

2 一 2. 合成洗剤有害説の 登場 

日本での合成洗剤の 安全性に関連する 本格的論議は、 1960 年 (535)10 月、 第 16 回日本公 

衆 衛生学会での 小谷新人 郎 ( 順天堂大学 ) らの発表に端を 発する。 小谷はその後の 洗剤論 

争において合成洗剤擁護派学者として 合成洗剤有害論に 対抗する人物であ り、 ここでも市 

販中性洗剤の 有害性を訴えて 洗剤を追放すべきであ ると主張したのではないが、 ラットに 

対する市販洗剤の 原液塗布で死亡例が 確認されたという 報告が、 その後の合成洗剤有害論 

の根拠として 取り込まれることとなる。 

1961 年 (536)9 月には ミコ シ化学合流係長が 死亡し、 A 麗による中毒死と 疑われた。 そ 

こで当時 ABS 研究を行っていた 柳沢らが同社社員の 尿検査等の健康診断を 行い、 A ㎎が 

肝臓障害引き 起こす可能性を 指摘し、 合成洗剤有毒説の 素地ができる [3 一 p97 コ。 但し 、 

後日の亀戸労働基準監督局からの 情報では当該死亡事故は 工場内での落下が 原因であ った 

とされている [4 一 p43]0 

10 月には山越邦彦 ( 横浜国立大学 ) が「処置なき 汚水」を朝日新聞に 発表した。 これは、 

ドイツやアメリカでの ABS による河川の 発泡や下水処理場での 浄化作用阻害等を 紹介す 

と る と もに多摩川での 発泡現象を取り 上げ、 以下のように 締めくくっている。 " 自然に存 

在する微生物が 十分にその分解力を 作用させ、 アルキル ベソ ゾールの アヮ の膜を何とかし 

て破る方法を 考えたけれ ば ならない。 あ るいは、 これにまさるとも 劣らない別の 性質の洗 

剤を待つより 仕方がない。 "  [ 朝日新聞、 1961 年 10 月 18 日 コ 。 このように山越は 合成洗剤 

の公害問題に 一石を投じたが、 特に合成洗剤を 追放して石けんを 推進するという 論調には 

なっていない。 

11 月には ミコ シ化学が、 粉石けん「 ハ一 ムレス・レディ」を 発売する際、 「いまお使い 

になっている 石油化学による 洗剤は人体に 危ない点があ る」との主題の パソ フレット ( 林 

喬 監修 ) を発行し、 合成洗剤の人体への 安全性に疑問を 提出した [4 一 pbg, 5 一 p14]0 

これが、 人体への安全性に 関わる洗剤有害説の 始まりであ り、 反合成洗剤運動を 石けん 推 

進にリソク させた運動の 第一歩でもあ る。 

1962 年 1 月には柳沢文正 ( 東京都立衛生研究所 ) と柳沢文徳 ( 東京医科歯科大学 ) が合 

成洗剤に含まれる DBS ( ドデ シルベ ソゼソス ルホ ソ 酸塩 ) の溶血性・酵素阻害作用などを 

指摘し、 決して無害ではないと 研究結果を記者発表した。 一方、 同日夕刻、 厚生省は「中 

性洗剤は通常の 使用では心配はない。 しかし、 水洗いは十分に」と 公式見解を発表する。 

同年 2 月には大森 ( 替察 病院皮内科部長 ) が、 「週間読売」で ABS の皮膚浸透を 発表 

する。 また、 参議院社会労働委員会が 中性洗剤問題をとりあ げ、 柳沢文正、 池田長堆を参 

考人として招致し 意見を聴取する。 4 月には衆議院科学技術振興対策特別委員会が 中性 洗 

剤 問題をとりあ げ、 柳沢文徳、 小谷新太郎を 参考人として 招致して意見を 聴取する。 厚生 

省の怠慢との 声も強く、 合成洗剤問題を 速やかに解明する 必要があ る旨の「合成洗剤の 科 

学的調査に関する 決議」を採択する。 一方、 挺 展弘吉 ( 厚生大臣 ) は、 中性洗剤の使用は 

人体に無害ではないとの 説が出ていることから、 食品衛生調査会に 対して、 「中性洗剤を 

野菜、 果物類、 食器等の洗浄に 使用することについて」を 諮問する。 

5 月には柳沢らにより「合成洗剤の 科学」 [3¥ が出版される。 これが本格的な 合成洗剤 
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告発書籍の第一号であ るが、 その主張は「石油系合成洗剤は 決して無害ではない」とし ぅ 

ものであ り、 A 騰系 洗剤についての「毒性を 有せず衛生上無害であ る」との説明と、 そ 

の 安全説を支持する 厚生省に対する 告発的内容になっている。 6 月には科学技術庁より、 

「特別研究調査促進 費 」予算配布の 内示があ る。 同月 Hl 日、 国立衛生試技研、 慶応大学、 

国立公衆衛生院、 労働科学研究所などの 研究担当機関で 研究開始する。 
9 月には東京在住の 男性が 、 ラベルには「人体に 無害」の表示があ る中性洗剤「ラ イポ 

ソ F コを ミルクと誤って 飲み急死したと 報道される。 これがいわゆる「鹿島事件」であ る。 

死因が中性洗剤の 誤 飲 であ るとされ、 マスコミの注目を 集めた。 但し 、 後になって毒性試 

験の結果から 死因は中性洗剤ではないと 判断され、 控訴は断俳された。 

10 月には家庭用品品質表示法が 改正され、 合成洗剤が対象品目として 施行される。 11 月 

には食品衛生調査会が、 同年 4 月の厚生大臣の 諮問に対し、 「中性洗剤を 野菜、 果物類、 

食品等の洗浄に 使用することは、 洗浄の目的から 甚だしく逸脱しない 限り人の健康を 害う 

おそれはない。 」と答申する。 

1 ㏄ 3 年 (538)4 月には通産省が 合成洗剤の品質表示を 義務づける。 6 月には衆議院法務 

委員会で猪俣浩 二が 、 中垣法務大臣に 中性洗剤の誤 飲 中毒死に関連して 厚生省、 日本食品 

衛生協会の態度のあ いまいなことを 指摘し大臣に 徹底的に調査することを 要望する。 1 拙 
年 (539) 6 月には柳沢文正が、 国会の衆・ 参 両院議長あ てに合成洗剤の 製造・販売禁止の 

請願書を提出し、 同月 27 日、 商工委員会に 付託される。 9 月には朝日新聞に「世界保健機 

構 (WHO) の機関紙 9 月号に ガソ の原因にっき 合成洗剤が関連する」との 記事が掲載さ 

れる。 

2 一 3. 合成洗剤追放運動の 盛り上がり 

1965 年 (540)4 月には衆議院社会労働委員会において 何見 根登 ( 同委員会委員 ) より A 

㎎の毒性と公害問題が 大々的に追及され、 国務大臣は中性洗剤の 有毒性、 公害を認める。 

5 月に厚生省は 中性洗剤の使用低度によっては 人体に障害を 起こすので注意を 徹底するよ 

う 各都道府県・ 各指定都市・ 各政 今市街上主管部 ( 局 ) 衰死 に 通達する。 また第 35 回日本 

衛生学会で田中使 三 ( 岩手医大 ) は、 「妊娠している 白 ネズミに中性洗剤を 投与すると脳 

に異常が認められる」と 発表する。 7 月には科学技術庁「中性洗剤に 関する特別研究」の 

結果を答申する。 
1967 年 (542)4 月には第 17 回日本医学会総会の 街上関係 6 分科会連合会の 要望課題 10 

「中性洗剤使用とその 形害 」が取り上げられ、 柳沢文正座長、 山岸 達典 ( 東京都立衛生研 

充所 ) 副 座長で研究討論が 行われ、 その過程で中性洗剤の 毒性と公害が 強調される。 一方、 

主婦が自殺を 目的に液体台所用洗剤の 原液を 160mL 飲むという事件が 起こったが、 入院 

後 特に異常は認められず、 後遺症も認められなかった。 この事件は合成洗剤の 誤 飲 による 

死亡事故の反論根拠としての 合成洗剤擁護情報となった。 
1 ㏄ 8 年 ( 鱗 3)4 月には第 38 回日本衛生学会総会が 東京医科歯科大学で 開催され、 喜田村 

( 神戸大医学部 ) などの水俣病の 発生機序の報告について 柳沢文正が追加討論会で 水俣病 

の 原因の一部は 中性洗剤によるもので、 これがなければ 水俣病は発生しなかったのではな 
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いかと報告する。 また第 65 回日本獣医学会が 東京大学農学部で 開催され、 山岸 達典が DB 

S の免疫化学的研究を 発表し中性洗剤により 生体に免疫を 生じることを 示す。 さらに、 衆 

議院予算委員会において 園田 ( 厚生大臣 ) は、 「農薬の溶剤と 洗剤の溶剤について、 近年、 
奇形児・不自由児などが 増えている原因もあ るいはここにあ るのではないか」と 発言する。 

また衆議院物価対策特別委員会で 園田は「合成洗剤の 毒性について 非常に疑念を 持って ぃ 

る 。 諸外国の例からみてもかならずしも 無害とは言い 切れない」と 答弁する。 一方、 通産 

省の合成洗剤部会の 行政指導で A 麗のソフト化 (LAS 化主リニアアルキルベン ゼソスル 

ホン酸塩化 ) が始まり、 70 年までに分解率 85% 以上に達することになる。 10 月には小林 勇 

( 神奈川県高津保健所 ) が氷質への汚染説を 発表する。 
1969 年 (544)6 月には日本先天異常学会で 三上美樹 ( 三重大学 ) がメダカとマウスの 実 

験から、 水道水による 規制 ABS 量をかなり下回る 量でメダカは 脊柱湾曲を主とした 奇形 

仔 となり、 マウスでは通常の 使用量で覚脳症・ 口蓋裂などの 奇形を生じると 発表する。 人 

体 には ABS 、 1.5 ㎎ / ㎏で障害をきたすと 洗剤の経口催奇形性を 発表する。 7 月には雑誌 

「ガソ」 8 月号に佐藤芳 昌 ( 名古屋市立大学 ) が、 ネズミの実検から 発ガソ 物質 (4 一 N 

Q0: 4 一 ニトロ キ / リソー 1 オ キサイド ) への ABS の 発ガソ 補助物質 説 につたがる実験 

結果を発表する。 

1970 年 (545)7 月には西岡武夫 ( 文部省政務次官 ) は中性洗剤のシャボ ソ 正使用にっ い 

てこれが体内に 入った場合、 有害であ るとして教育委員会、 都道府県に格段の 配慮をする 

ように通達する。 また東京獣医学畜産学雑誌 ( 第 19 号 ) で山岸 達典が 「 ABS のマウス蛤 

仔に政 はす 毒性」と題し、 有毒性を報告する。 1971 年 (546)6 月には朝日新聞にイギリス 

サセックス大学ブリッジス 細胞研究所教授が 洗剤などの化学薬品は 遺伝的に影吾があ る 旨 

警告したと報道される。 また家庭用品品質表示法が 改正され、 洗剤の注意表示が 義務化さ 

れる。 これに よ り当局も一応毒性を 認めた。 1972 年 (547K 、 洗剤のための 連絡会、 洗剤問 

題を軸に結成される。 3 月には藤原 邦達 ( 京都市衛生研究所 ) が、 A 麗と PCB の 相剰 設 

を発表する。 
1973 年 (548)3 月には三上美樹による 実験の結果「合成洗剤がもとでネズミの 胎児に奇 

形が発生する」と 発表される。 4 月には三上美樹、 学会で洗剤の 経皮催奇形性を 発表する。 
また食品衛生法が 改正され、 台所用合成洗剤に 成分規格、 使用基準が設定される。 「非脂 

肪酸系 0 ・Ⅱ以下、 脂肪酸系 0 ・ 5X 以下」となる。 5 月には東京都教育庁が、 学校給食に対し 

野菜・果物は 水洗いだけで 中性洗剤は使わないよう 指示する。 7 月には土屋隆夫 ( 東京都 

公害分析 セ ソタ一所長 ) ら 「 PCB は中性洗剤で 上に溶げやすくなり、 汚染は海、 川にも 

拡散の恐れがあ る」と研究結果を 厚生省に報告する。 またソフト型中性洗剤の 主成分 LA 

5 が 皮 向から吸収され、 微量でも肝臓障害を 起こすと金沢大で 開かれた日本解剖学会第 33 

回中部地方 金 で、 三上美樹 5 発表する。 一方、 三木武夫 ( 首相 ) は、 国会で、 峯山明範 

( 参議院議員、 公明党 ) 提出の「合成洗剤に よ る健康被害および 環境汚染等に 関する質問 

主意書」に対して、 今のところ合成洗剤に 有害・有毒性はな い 旨の答弁書を 提出する。 9 

月には合成洗剤追放西日本集会 (33 団体 ) が開催され、 11 月には合成洗剤追放東日本集会 

(46 団体 ) が開催される。 
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1974 年 (549)5 月には ABS で肝臓の細胞に 障害と坂下 ( 三重大学助手 ) が新聞発表する。 
1974 年 6 月 5 日 ( 朝日新聞 ) の「 く 論壇 ノ 合成洗剤は使わない : 忘れられない 学術会議の 

論戦、 林 要 ( 関東学院大教授、 経済学 ) 」では、 ソフト型洗剤もけっして 無害ではなく、 

日本のような 短い河川では、 十分な分解は 不可能であ り、 分解時に出てくる 物質も有毒で 

あ ると警告する。 11 月には「きれいな 水といのちを 守る合成洗剤追放全国連絡会」が 結成 

され、 東京で初の全国集会を 開催する。 

1975 年 (550) 、 小説「複合汚染」が 出版され、 その中 (6 一下， p68 ～ 115) に柳澤兄弟の 

主張を含めた 合成洗剤有害 説 が平易に説明され、 一般消費者の 合成洗剤問題への 関心を高 

める端緒となった。 なお、 内容的には藤原 邦 達の意見と柳澤文正、 柳澤文徳のそれぞれの 

著作 [7. 8 コ が 合成洗剤問題関連事項の 参考とされている。 

6 月には東京都立衛生研究所が 合成洗剤による 受胎低下を示すモルモット 実検を報告し、 

LAS 使用を筈 告 する。 9 月には武村正義 ( 滋 賀県知事 ) 、 メーカ一に対し、 粉石 恩 ・ 無 

リソ 洗剤の普及を 促す要望書を 提出する。 Hl 月には東京都公害研究所・ 同水産試技研 は 、 

ソフト型も水温の 低いときは分解しにくく、 高級アルコール 系も魚類への 毒性が強いなど 

共同研究を発表する。 

2 一 4. 合成洗剤擁護派の 巻き返しと合成洗剤追放運動の 分裂 

1976 年 (S51)3 月には厚生省依頼の LAS についての合同研究班 ( 班長 : 西村京都大学教 

授 ) が LAS の催奇形性を 否定する旨の 研究結果を発表する。 また同日、 厚生省は、 「 LA 

S を妊娠母体に 塗布した場合、 奇形を誘発させることはないとされている。 」、 「 LAS の 

催奇性の有無を 明かにする必要があ ったため、 厚生省としても 合同研究という 異例の措置 

を講じたものであ るが、 この研究により 明確な結論が 得られたので、 この問題についての 

疑念が払拭されるものと 思け 。 」との環境衛生局長名談話を 発表する。 

1977 年 (552)4 月には合成洗剤の 普及に反対する 研究者の集まりであ る合成洗剤研究会 

が結成される。 5 月には大阪府公害健康調査専門委員会議、 LAS 配合の台所用洗剤にっ い 

て 、 催奇形性・染色体異常・ 突然変異誘発性は 認められなかったと 発表する。 9 月には武 

村滋 賀県知事、 滋 賀県合成洗剤対策委員会を 設置する。 10 月には品質表示法の 石けんの 表 

示などが改正される。 また三上美樹が「合成洗剤は 精子に影告を 与える」と発表する。 11 

月には福田首相が 国会で、 島本克二 ( 衆議院委員，社会党 ) 提出の「合成洗剤の 安全性等 

に関する質問主意書」に 対して、 通常の使用方法での 合成洗剤の安全性などは 内外の研究 

結果により確認されている 旨の答弁書を 提出する。 
1978 年 (553)10 月には科学技術庁が、 昭和 48 年度以降の催奇形性についての 合同実検な 

どの結果をまとめ「合成洗剤に 関する研究成果報告書」として 出版する。 1979 年 (554)6 

月には大平首相が 国会で、 島本議員提出の「合成洗剤の 安全性等に関する 質問主意書」に 

対して、 通常の使用方法での 合成洗剤の安全性などは 内外の研究結果により 確認されてい 

る旨の答弁書を 提出する。 8 月には三島市が 下水処理実検の 結果、 合成洗剤が 粉 百冊より 

も水質を汚濁する 旨の実験結果を 発表する。 10 月には滋 賀県、 県議会で、 「琵琶湖の富栄 

美化の防止に 関する条例」を 可決成立し、 翌日公布する。 12 月には三島市「下水道終末 処 
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理 に及ぼす合成洗剤の 影響調査」を 発表する。 

1980 年 (555)1 月、 「合成洗剤研究会」が 柳沢派と姉上派に 分裂する。 2 月にはライオ 

ソと 花王が 、 無リソ 洗剤の発売を 発表する。 3 月には環境庁、 「富栄養化対策について」 

を発表する。 一方、 きれいな水といのちを 守る合成洗剤追放全国連絡会は 、 無リソ 洗剤に 

ついても有害であ ると発表する。 4 月には東京都の 公害衛生対策専門委員会が、 通常の使 

用方法では合成洗剤が 人体の健康に 有害であ るとは考えにくいが、 使用方法を誤ると 皮内 

障害を起こす 可能性があ り、 適正な使用を 指導する必要があ ると発表する。 5 月、 きれい 

な 水といのちを 守る合成洗剤追放全国連絡会、 合成洗剤追放東日本連絡会、 日本消費者連 

盟の呼びかけで 下げんの表示改正を 要求する実行委員会を 結成する。 7 月には滋 賀県「琵 

琶湖の富栄養化の 防止に関する 条例」を施行する。 12 月にはゼオライト 配合の無 リソ 合成 

洗剤が排水管、 下水管 て目 詰まりする事が 兵庫県立生活科学研究所の 調査で指摘される。 

1981 年 (556)12 月、 茨城県は「 霞ケ 浦の富栄養化の 防止に関する 条例」を制定する。 19 

82 年 (557)2 月 12 日、 「通産省の製品安全及び 家庭用品品質表示審議会」が 今までの 6 区 

分を 3 区分 ( 石鹸、 複合石鹸、 合成洗剤 ) にする内容の 答申を出し、 3 月には表示の 改正 

で通産省と交渉し、 「石鹸と合成洗剤」の 2 区分を申し入れる。 4 月には「ストップ・ ザ ・ 

合成洗剤大討論会」と 題し合成洗剤追放 20 周年の集いが 東京・読売ホールにて 開催される。 

7 月には第 66 回総評定期大会にて 合成洗剤追放運動と 連携しながら、 きれいな水、 うまい 

水を飲む運動を 進める事を決定する。 9 月、 茨城県は「 霞ケ 浦の富栄養化の 防止に関する 

条例」を施行する。 1983 年 (558)3 月に通産省は、 「家庭用品品質表示審議会」の 答申 れ 

982 年 2 月 12 日 ) を受け、 「通商産業省告示第 73 号」で表示改正を 打ち出す。 

同年 5 月 31 日には「洗剤の 毒性とその評価」 [9-T が 発行される。 これは、 洗剤の毒性に 

関する文献を 広範にレビューしたもので、 序文で総括代表の 吉田克己が「この 分野での 不 

可 欠な諸研究のほとんどが 集められているものと 考えている」と 述べている通り、 それま 

での洗剤の毒性についての 研究のほとんどをまとめあ げたものであ る。 本書の発行の 意義 

は非常に大ぎく、 以後それまで 頻繁にマスコミに 発表されていた 合成洗剤の人体への 有毒 

説 が大幅に減少した。 つまり、 本書によって 洗剤に関する 毒性研究が世界中で 幅広く行わ 

れていることが 知れ渡り、 新聞等の一般消費者を 対象とした情報媒体といえども 根拠の薄 

弱 な合成洗剤有毒説は 発信できない 環境が形成された。 以後、 合成洗剤の有害説は 環境問 

題関連が中心で、 人体への実質的毒性を 根拠とした有害説は 少なくとも研究者レベルでは 

みられなくなった。 

8 月 29 日、 厚生省は「家庭用品に 係わる健康被害病院モニタ 一報告」で合成洗剤による 

皮膚炎などの 被害がこの 3 年間に 305 件で商品別では 最悪との報告を 発表する。 10 月 19 、 2 

0 日、 合成洗剤追放 第 10 回全国集会が 札幌厚生年金会館ホールで 開催される。 「未来につ 

なご ぅ 雄大な自然」を メ イソスローガ ソ に 20 ㏄名の仲間が 結集する。 1983 年 2 月、 粉石 げ 

んと 無リソ 洗剤の間に挟まれて 不振となった 生協の CO 一 OP クリーソが 3 月いっぱいで 姿 

を消すことになったと 報道される。 

1984 年 (559)4 月 26 日、 公正取引委員会主催の 公聴会で公正取引協議会 ( メーカ一で構 

成 ) は 品質表示の欄覚にも 複合石けんと 明示する旨を 明らかにする。 6 月、 野村大成 ( 大 



8 大矢 勝 

阪 大学医学部助教授 ) は日本先天異常学会でマウスの 受精卵への合成洗剤塗布実験の 結果、 

死亡したり回復不能だった 胚が 16 ～ 32% と水を塗ったときの A% に比べ多かったことを 発 

表する。 7 月、 滋 賀県の「合成洗剤環境彩音調査団」 ( 団長・ 末 五官太郎大阪大学教授 ) 

は 、 LAS はア ユや 水棲生物に対して 有害な作用を 及ぼしているとの 謂査 結果を発表し、 

規制を加えるべぎと 提言する。 

19 ㏄年 10 月には 粉 石けん運動が 6 年目に入り風化してきたと 新聞報道される。 運動当初 

7 割を超えた「枕石けんだ け 使用」の家庭が 40.6% にまで落ち込んだという 滋 賀県の調査 

結果による。 1987 年 (562) 者 、 花王から小型洗剤アタックが 発売され、 それまでの販売シェ 

ァに 大きな変化が 生まれる。 10 月 3 日、 合成洗剤追放東日本連絡会は 厚生省交渉で 非 イ オ 

ソ系 合成界面活性剤の 水質基準を設けるよ う に要請する。 1989 年 (H1)11 月には厚生省に 

よる病院モニター 調査が W0 年目を迎えた。 平成元年もやはり 合成洗剤による 被害がトップ 

で 10 年連続の記録となる。 

1993 年 (H5)5 月、 修学旅行の中学生 109 名がが長野県駒ケ 根市のホテルで 台所用洗剤 

による化学性食中毒のために 病院に運ばれた。 これは鉄板焼きの 際、 従業員が間違って 油 

差しに合成洗剤を 入れたことが 原因であ った。 ただ、 全員の症状は 軽かった。 この一件 は 

合成洗剤が決して 無害ではないことを 証明し、 一方で誤 欲 する事によって 大事に至るほど 

の 毒物でもたいことを 示した事例として 注目される。 

1994 年 (H6)1 月、 天然植物性原料のパーム 油の増産によって、 東南アジアでの 森林伐 

採や農薬汚染がひどくなっているとの 報告があ り、 石けん推進派にショックを 与えたと 報 

遺 された。 一方リサイクル 石けん運動は 韓国やフィリ ピソ 、 タイ等でのアジア 各国で広が 

りを見せてきた。 7 月には国民生活 セ ソタ 一が 植物原料の合成洗剤と 石けんの商品テスト 

を行い、 合成洗剤の新商品は 石げんに迫るほどの 分解速度を示すことを 発表した。 

1996 年 (H8)1 月、 花王とライオ ソ が標準使用 且が 159/30L の超コソパクト 洗剤を発売 

した。 これで、 一回の洗濯での 使用五で比較して、 石けんの方がこれらの 新型洗剤よりも、 

4 ～ 5 倍以上の里の 界面活性剤を 消交することになった。 同一 質 主当たりの BOD でも数 

倍の差があ るため、 実質的な BOD 負荷にはかなり 大きな 開 ぎが生じることとなった。 

3. 論点 別 考察 

3 一 ] . 柳沢兄弟の合成洗剤有害計 

1962 年 1 月に合成洗剤に 含まれる DBS の溶血性・酸素阻害作用などを 指摘し、 決して 

無害ではないと 研究結果を記者発表した 柳沢文正・文徳兄弟は、 日本における 合成洗剤 追 

放 連動を語る上で 最も重要な人物として 注目される。 合成洗剤追放運動の 基盤を形成し、 

育成し、 そして最後に 合成洗剤追放運動の 過激派指導者として 合成洗剤研究会を 分裂させ、 

実質上の連動衰退を 招いたという 意味で、 合成洗剤追放運動と 一体であ ったといえる。 

合成洗剤論争の 初期から活発に 一般消 寅者向 げの著書の執筆活動の 中で合成洗剤有害 誇 

を 展開したが、 その出発点は 1962 年発行の「合成洗剤の 科学 : 白い泡の正体」 [3] であ っ 

た。 これは、 柳沢兄弟と山越邦彦の 3 名での共著であ るが、 m 越が分枝 鎖型 ABS による 河 
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川 等での発泡現象や 下水処理に対する 悪影響について 記したのに対して、 柳沢兄弟は人体 

への危険性を 訴えた。 但し、 「決して安全とはいえない」との 主張が中心で、 危険性を指 

摘はしているが、 合成洗剤の完全追放を 主張するまでには 至っていねい。 

しかし、 時間経過とともに 表現は過激になり、 合成洗剤は毒物なので 追放すべきだとの 

主張に変化する。 1 ㏄ 5 年の「台所の 恐怖」では、 ソフト化洗剤に 関して " わが国でもこれ 

を 使用すれば、 一応、 水道や公害の 点は解決するわけで " [10 一 p30] のように公害関係に 

関してはソフト 型の LAS への転換によって 問題が解決するとしている。 しかし、 それに 

続いて " 毒性の点ではやはりハード 洗剤同様ですから、 その使用法を 注意することが 必要 

で、 野菜・果物の 洗浄には用いるべきではあ りません " のように合成洗剤の 毒性を主張し 

ている。 特に鹿島事件に 関しては判決前であ り、 中毒死亡事故の 原因としての 合成洗剤の 

有害性を前提とした 記述も多々みられるが、 後の合成洗剤完全追放を 訴える記述表現に 比 

してはこの時点でもまだまだ 穏和であ ることがうかがえる。 

1973 年に発行された「日本の 洗剤その総点検」ては 次のように石けん 運動を勧めながら 

の合成洗剤追放を 訴えている。 " 私は 、 次のような現実的な 問題で、 中性洗剤、 とくに AB 

S 洗剤の追放を 提唱したいとおもいます。 1) まず、 リン酸塩をビルダーとして 使用する 中 

性 洗剤は、 公害防止の面から 製造、 販売、 使用を禁止する。 2) 野菜、 果物の中性洗剤の 使 

用を保健衛生上やめ、 水を中心としてきれいに 洗 うか 、 皮をかけ ろ ものは皮をむくよ う に 

する。 3) 食器洗いは石けんとし、 やむなく中性洗剤を 使用するときは、 手 あ れに注意する。 
4) 洗濯には石鹸を 用い、 そしてできるだけ 目的にあ った量を使用して 多くを用いないこと。 " 

L7 一 p271 コ。 但し、 この時点でも 合成洗剤の完全追放を 直接的に主張した 記述は見あ た 

らない。 

1979 年発行の「集団給食と 洗浄問題」 [11] は 、 石けん運動の 拡大を目指した 冊子で、 学 

校 ・保育園、 消費者団体、 協同組合、 自治労での石けん 推進・合成洗剤追放運動や、 学校 

教育への石けん 運動の組み入れ 等について、 それぞれの現場の 運動家等の執筆者によって 

まとめられている。 その冊子を元として 1981 年に出版された「石けんのすすめ : 学校給食 

編 」で柳沢文徳は " リソ の問題は富栄養化の 問題のみであ って、 合成洗剤に用いられる 界 

面活性剤 (LAS 、 高級アルコール 糸 、 非イオ ソ 系 ) の毒害の問題にはつながらない。 無 

リソ 合成洗剤は有害であ るという認識が 必要であ る。 今の日本では、 洗剤は石けんしかな 

いと考えるわけであ る。 " Ll2 一 p5] のように、 毒性を根拠とした 合成洗剤追放運動の 拡 

大の必要性を 説く。 

注目すべき点は「集団給食と 洗浄問題」の「はじめに」に 挙げられた参考書欄の 記述よ 

り、 「合成洗剤はもういらない」 ( 日本消費者連盟、 1976) と「統合成洗剤はもういらな 

い 」 ( 日本消費者連盟、 1978) が柳沢文徳監修であ るとされている 点であ る。 双方ともに 

後に書籍として 出版されているが [13. 14] 、 書籍自体には 著者等に関する 情報は日本消 

音連盟としか 説明されていない。 他の書籍 [15 」より船瀬俊介等が 直接の執筆者てあ ること 

は 理解されるが、 柳沢文徳が関わっていたとするなら、 非常に重要な 意味があ る。 という 

のは、 これらの書籍は 内容的な誤りが 非常に多く含まれ、 研究者ではない 消費者運動家の 

当時の論評的著作としては 一定の評価を 受けても、 研究者が関与した 科学的情報提供型の 
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内容としては 決して認められるものではない。 具体何としては、 。 扮 せっ け んの素晴しい 

分解性を実証したこの 実験結果の論文は 、 Ⅰ 油 化学 コ という専門雑誌に、 なんと英文で 発 

表されていたのです。 信じ難い話です。 日本人が読む 雑誌なのに、 なんでわざわざ 英語に 

なおしたりしたのでしょう か ? 理由は カソタソ です。 合成洗剤に都合がわるく、 扮 せっ げ 

んにはるかに 有利な実検結果が 出たからです。 合成洗剤の販売促進に 都合の悪 い データは 

たとえ「身内」からのものであ っても 潰 す。 言語を絶する 非常な洗剤メーカーとしての 

「犯罪性」が 浮かび上がってきます。 研究者の無念の 歯ぎしりがきこえてくるような 気が 

します。 ， [14 一 p72] 、 といった記述があ り、 理系研究のごく 表面的な実状すら 理解して 

いない無知にもとずく 記述が目につく。 催奇形性、 発 ガソ性 、 肝 俺 障害等の断定的表現や 

事実の歪曲表現も 多く、 この問題に深く 関わっていた 国立大学医学部教授が 関与していた 

となればその 責任は大きい。 

いずれにしても 柳沢兄弟は非常に 活発に合成洗剤追放運動を 操り広げたが、 1980 年の合 

成 洗剤研究会分裂後、 その勢いは衰えていく。 1 ㏄ 2 年に柳沢文正が 執筆した「洗剤とまれ」 

では三上派の 、 特に小林に対する 攻撃部分 ( 後述 ) は目を引くが、 1962 年の資料が書籍 全 

体 02/3 を占め、 特に目新しい 見解もなく全体的な 勢 いは 消失し、 。 しかしながら、 た 

とえ どんな圧力があ っても、 私は合成洗剤の 全面追放を主張し、 世間に訴えつづげていか 

なければ、 この国はほろびてしまうと 思っているのです。 ， [16 一 D20 コと記しており、 客 

規約事実ではなく 自らの信念を 前面に押し出しており、 残俳ながら、 もはやそこには 科学 

者としての論理性は 感じられない。 

以上の合成洗剤論争の 中での柳沢兄弟の 果たした役割について 論じる場合、 そのパーソ 

ナリティについて 注目する必要があ る。 富山の毒性に 関する論説に 対する コメソト の一部 

にみられる " 毒性という生物学的研究の 解釈をするのに、 工学博士という 方で解明がで き 

るのでしょうか。 " [3 一 p53] といった記述、 柳沢文徳・掛川貞夫パネル 討論会記録にみ 

られる "LD50 でですね、 毒性大なのを、 毒性たしといって 売りっ ぽ なすような、 そんな 

ね、 商売人と私どもちがいますよ。 " [5 一 p117 コ、 柳沢文正・近藤邦威・ 矢ケ崎 神治の討 

論会での " 学者は実検なしに 物は言わない。 実検のできない 人は然っていて 頂 ぎたい。 " 

[5 一曲目といった 発言から、 学者としてのプライドが 高く、 かなり攻撃的な 個性がうか 

がえる。 それは、 " 業界では、 柳沢博士と論争することをいやがって 相手にしないという 

態度だから " [7 一 209 コといった部分からもうかがえる。 また、 " 偶然が私どもをこの 間 

題 に近つけてくれさえしなかったら、 私どもはそれぞれの 専門の世界で、 権 成と平和に守 

られて、 平穏に生きていることができたでしょう。 ， [10 一 p3] といった記述からは「 権 

成 」に対する特別な 意識も感じられる。 その柳沢兄弟が 、 。 協会と企業が 自粛を重ねてい 

る 矢先に「風変わりな」また「いいかげんな 発表」があ ったという主張をしているようで 

す 。 " [7 一 D192 コ 、 。 こんなふ う に私の中性洗剤研究には、 たえず圧力が 加えられたもの 

です。 " [7 一 p210 コと 感じていたのであ る。 

実際、 柳沢兄弟の主張する 有害説の根拠の 肝臓障害、 人体への非常に 高い吸収性、 催奇 

彩佳、 水俣病原因説 等が メーカーサイドからの 攻撃目標とされた。 誤用等によっては 毒物 

となりうるので「安全」との 表現は不適であ るとの主張であ れば、 特にメーカーからの 積 
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極 的な反発があ ったとは考えられない。 しかし、 有害説の根拠として 示された各論点は、 

消費者からみれ「決して 安全とはいえないⅠ注意して 使用すべし」といったレベルではな 

く「毒物であ る合成洗剤は 即刻追放すべし」といった 結論につたがるものであ った。 営利 

を目的とするメーカーサイドからの 柳沢兄弟への 総攻撃、 特に柳沢の有害説の 誤りを訴え 

るキャンペーソを 展開したことは 当然のこととして 理解される。 一方、 柳沢兄弟がその 高 

い プライドを 侮 っげられ、 洗剤メーカー 側に対して憎悪とも 呼べる感情を 抱いたであ ろう 

ことも容易に 想像できる。 

これまでに世界的に 広く認められた 合成洗剤の有害性は、 ハード型 ABSS の士分解性の 

低さと縮合 リソ 酸塩による富栄養化などの 環境関連事項であ る。 国内では LAS が他の主 

要な界面活性剤に 比して皮膚への 影響や生分解性が 劣る点などが 指摘されてはいるが、 柳 

沢の主張した 人体への有毒説の 多くは学術レベル て 否定されている。 当然、 当時の学術的 

論議でも時間経過とともにメーカー 側が圧倒的に 有利な立場となった。 

そのような非常に 不利な立場で 柳沢兄弟は消費者運動との 連携という方策で 対抗した。 

消費者と科学者が 相互に連携し、 学術データと 消費者運動を 結びつげるということは、 研 

究成果の社会還元、 消費者運動の 科学生の向上といった 意味で、 本来は非常に 望ましいこ 

とであ る。 しかし、 合成洗剤追放運動に 関しては、 メーカーや学会の 消費者運動軽視、 柳 

沢兄弟のパーソナリティに 起因した関係学者の 逃げ腰姿勢等も 災いし、 消費者団体等には 

合成洗剤追放派の 情報のみが提供された。 そして、 結果的には学術レベルでは 不利な立場 

にあ った柳沢兄弟を 中心とする合成洗剤追放派学者によって、 消費者運動がメーカーへの 

報復手段として 用いられてしまったということになる。 

3 一 2. 鹿島事件と急性毒性データ 

1 ㏄ 2 年 9 月に東京在住の 男性の庵 島 氏が中性洗剤「ライ ポソ F コをミルクと 誤って飲ん 

だ後、 中性洗剤の毒性が 原因で死亡したと 報道された。 訴訟事件となったが、 その後の裁 

判では、 動物実験によりライ ポソ F は死因に関係せずと 結論づげられ ， 1967 年原告敗訴に 

なったが、 遺族の意向により 控訴が断俳された。 また、 事件の報道時には 無害表示が問題 

視されたが、 裁判の中で当事者の 使用した洗剤には 無害表示はなかったことが 明らかされ 

た 。 これは、 柳沢の著作にも、 " そのとき、 国 ( 厚生省 ) は死亡者のものにはなかったが、 

当時はまだあ ったことをみとめているのです o" L7 一 pg1 コとして記述されている。 

合成洗剤反対派でも 理系研究者は 一般には魔鳥事件には 触れない。 事件に関連して 行わ 

れた当時の動物実検は 現時点で考えると 十分ではなかったような 印象は拭えず、 裁判の結 

果自体が合成洗剤反対派を 説得するに足るものであ った わ げではない。 その後、 続々 と発 

表された種々の 功物実験データ、 および洗剤の 誤 飲 中毒臨床データから、 0 ・ 5259 の ABS 

に人体に対しての 経口急性毒性があ るとは考えられないというのが 真の理由であ る。 過去 

に発表された 急性毒性に関する 報告については、 「洗剤の毒性とその 評価」 [9 一 p21] と 

「 S.D.A. 報告書」 [17 一 p39] の記述を参照されたい。 

以上のように LAS の急性毒性については 内外で比較的多くの 研究報告があ り、 やや 厳 

しく見積もって 経口毒性が 1 ㏄ 0 ㎎ /Mkg 程度と判断でき る 。 柳沢は 1.6 ～ 2.159/ ㎏の値を示し 
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て 中等度の毒性とし、 東京都の報告書 [18 一 p95 コでは軽度毒性 (0 ・ 5 ～ 59) としている。 

いずれにしても 功物実検で得られた 急性毒性試験結果はオーダー 的にも比較的近い 値が得 

られており、 信頼性にも問題はないものと 考えられる。 

一方、 合成洗剤の誤 飲 等の臨床データとしては「台所の 恐怖」 [10 一 p252 コ と「化学洗 

剤とその周辺」 [2 一 p165 コで 紹介されているが、 鹿島事件を除いて 死亡事故はない。 特 

に 1 ㏄ 7 年の自殺未遂事故は 合成洗剤死因否定説を 裏 付ける有力情報の 一つとたっている。 

ここで、 一般消費者向げの 洗剤関連書籍の 内容について 検討することとする。 まず LD5 

0 値の記述をみると 次のような記述がみられる。 

" ABS の毒性の最も 強く現れたデータは 、 私の知る限りでは 東京都衛生研究所の 報告 

です。 それはラットが 半分死ぬのに 体重 1 キログラムに 対し、 約 400 ミリグラムという 数 

字を報告しています。 ネズミが 4 ㏄ミリバラムで 死ぬと言っているのに、 それよりたった 1 

㏄ミリバラム 少ない 3 ㏄ミリバラムまで 人間が摂ってもよろしいと 言っているのです。 な 

んだかおかしいとは 思いませんか。 " [19 一 D116, 坂下 柴コ 

" この表の見方は LD50 の数値が小さい 順に毒性の強さを 示します。 つまり LAS の急性 

毒性、 何 4 ミリグラムがもっとも 毒性の強い数値で、 これは、 東京都衛生研究所の 実検 デ一 

タ です 0, [20 一 p154] 

このように LAS 反対派の著者には 400 ㎎ / ㎏を主張する 場合がみられる。 しかし、 多く 

の 実検結果が存在する 中で非常に低いレベルの 値のみを取り 上げるというのは、 消費者情 

報として適切ではない。 安全性を重視するという 立場から 400mg/ ㎏を主張することは 消費 

者側の立場から 認められ得るものであ るとする立場もあ ろうが、 1000 ㎎ Akg 以上値を示す 

データが大部分を 占める現状では、 当然その点についても 触れるべきであ る。 最低値で比 

較するなら サノ プル数が多い 方が著しく不利になることは 統計学を持ち 出すまでもない 常 

誠 であ る。 上記データは 双方ともに東京都衛生局の 報告書のデータであ るので、 上記小林 

ら ( 、 1973) の SLC Wist 虹系 ラット (Specific pathogen fmeU による年齢・ 性差の影 軒 をみ 

るための実検データであ り、 Spec 宙 c pathogen 億 ee であ ることを考慮して 他の界面 活 

性剤 との毒性比較に 用いる場合には 注意が必要ではないかと 思われる。 

一方、 どちらかといえば 合成洗剤擁護派とみられる 著書では次のような 記述がみられる。 

" 合成洗剤の場合、 主成分の界面活性剤は、 食塩やふくらし 粉 とほほ同じ程度の LD50 値 

であ り、 衣料用洗剤、 台所用洗剤などの 商品の場合は、 さらに数倍の 安全性のあ ることが 

確認されている。 " C2l 一 p1g2 コ 

このように合成洗剤反対派ではないとみられる 著者は、 「洗剤の毒性とその 評価」と同 

様の 1575 ～ 縫 0 ㎝が㎏を採用している 場合が多い。 また、 メ 一ヵ 一 サイドからの 情報では 

次のような記述がみられる。 

。 功物実検の結果によると、 市販洗剤の LD50 値は 6 ～ 1O9/ ㎏です。 つまり、 体重 1 ㎏当 

り 1 度に 6 ～ 109 の洗剤を食べると 半分くらいの 人が死んでしまうかもしれないということ 

が 予測されるのです。 これは体重 50 ㎏の人に換算すると㏄ 0 ～ 5 ㏄ 9 に相当します。 " [22 一 

D ll0]0 

このように LAS を含んだ商品としての 評価を行っているものがみられる。 合成洗剤反対 
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派の毒性主張に 対しての反論情報であ るという一面があ るため仕方のないことではあ るが、 

合成洗剤は多少飲食しても 良いようにも 受け取られる 表現になっている。 合成洗剤を飲ん 

で死亡することはあ り得ないことだとしても、 乳幼児等の誤 飲 事故防止のために、 基本的 

には取り扱い 注意を促すための 有害性を誇張した 表現が望まれる。 

このように、 研究者レベルでは LAS の急性毒性に 関しては量的問題が 論議の対象とな 

るが、 鹿島事件には 関連 づ げて論じられることがほとんどない。 しかし、 研究者レベルで 

はない消費者リーダ 一による著書では LAS の急性毒性を 示す一例として 鹿島事件が取り 

上げられている 場合がみられる。 代表的な記述を 次に示す。 

" 雪印の粉ミルクとまちがえて、 一口飲み、 1 時間 4(@ 丹後に悶死した 若い父親、 鹿島さ 

ん (32 歳 ) 。 彼は、 誤飲 直後、 あ まりの刺激的な 味に奥さんにライ ポソ F の容器を持って 

こさせています。 そこには、 つ ぎのように囲み 印刷されていたのです。 「厚生省実験証明 

一毒性を有せず 衛生上無害であ る」これを読んで、 彼は「あ あ 、 人体に無害か……」と 安 

心してしまった。 そこにはさらに「ライ ポソ F は食品関係の 専用洗剤として 厚生省や各種 

公共機関の厳密な 審査により、 最も優秀であ ることが証明され、 推せん第一番号を 得てお 

ります」とあ る。 これで、 彼は安心を深めた。 かえすがえすも 残俳でならない。 

なぜなら、 この時点で救急車を 呼び、 胃を洗浄していれば、 助かったはずなのだ。 

鹿島さんは、 その後気分が 悪くて二回嘔吐。 口直しにカルピスを 飲み、 胃腸薬を飲んで 

横 になったが、 一時間余りして、 ものすごい 坤き 声をあ げ布団の上に 海老ぞりになって 立 

ち上がり、 枕に突っぷしてこときれた。 警察の司法解剖で、 胃の内容物から 0 ・ 5259 の AB 

S を検出。 警察も ABS の急性中毒死であ ると、 断定した。 幼児を残して、 この若い父親は、 

厚生省の「無害表示」に 殺されたのであ る。 ， [15 一 p1 ㏄ ] 

このように船瀬の 記述では、 裁判で明らかになった 容器の無害記述に 関して事実とは 異 

なる記述がみられるのをはじめ、 理系研究者間で 量的観点で否定された ABS 死亡原因説 

を断定的に取り 上げている。 これは、 事件発生時の 報道の論調そのままを 論じたもので、 

その後の裁判で 明らかになった 訂正点等を全く 無視しており、 1991 年の発行物であ る点を 

考慮すると消費者情報としての 問題曲が指摘される。 

3 一 3. 合成洗剤の催奇形 説 に関して 

1 ㏄ 9 年 6 月には日本先天異常学会で 三上美樹 ( 三重大学 ) がメダカ と マウスの実検から、 

水道水による 規制 ABS 量をかなり下回る 量でメダカは 脊柱湾曲を主とした 奇形 仔 となり、 

マウスでは通常の 使用量で覚脳症・ 口蓋裂などの 奇形を生じると 発表する。 人体には 1.5 

㎎ Wkg の ABS で障害をきたすと 洗剤の経口催奇形性を 発表する。 また 1973 年 3 月には三上 

美樹による実験の 結果「合成洗剤がもとでネズミの 胎児に奇形が 発生する」と 発表される。 

4 月には三上美樹、 学会で洗剤の 経皮催奇形性を 発表する。 このように三上によって 発表 

された合成洗剤の 催奇形 説は マスコミで大々的に 取り上げられ、 合成洗剤追放運動を 著し 

く 活性化した。 三上は柳沢兄弟と 並べて称せられる、 合成洗剤論争の 中での重要人物であ 

る。 

三上グループの 催奇形説は論文として 学術研究レベルで 発表されており、 その他の多く 
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0 合成洗剤有害論が 国内のマスコミのみに 向けての発表していたのと 異なり、 国際的なレ 

ベルでの安全性論争が 巻 き起 こった。 三上グループは 経口投与、 経度投与、 皮下投与に関 

して幅広く液体台所用洗剤と 主成分であ る合成界面活性剤の 催奇形性を発表したが、 その 

後、 多数の研究者から 催奇形性を認めなかったとする 研究結果が発表された。 この件につ 

いては「洗剤の 毒性とその評価」 [9 一 p35 コに 詳細な説明があ るので参照されたい。 

このように 1 ㏄ 9 年に三上が合成洗剤の 催奇形性を発表した 後、 三上グループによる 合成 

洗剤の催奇形性に 関するポジティプデータと 三上グルーブ 以外の研究者によるネガティブ 

データが数多く 発表された。 この件に関して、 例えば S.D.A. 報告書 [17 一 p43] では三上 

グループの発表の 一例として、 井関・三上 (1972) の結果を示し、 観察されたどのパラメー 

タ 一についても 用圭一反応相関がないので 催奇性の原因は LAS ではないとしている。 ま 

た、 三上 (1973) と同じ市販洗剤を 用いた Palmer ら (1975) の実検で催奇形性効果がみられ 

なかったことなどから、 三上の主張する LAS および LAS 含有洗剤が催奇形の 危険性をも 

つという 考 え方を支持できないとしている。 また、 Wilson,J.G  . は Handbook  of 

Teratology  (Wilson,J.G  .  &  Fraser,F.C. 編 l,  Plenum  Press,  New  York  and 

London, 1977, pp.371 一 372) で妊娠マウスやラットを 用いた中性洗剤が 催奇形性を示す 

という発表を 取り上げ、 これは他のすべての 追試実検で再現されないことから 否定される 

べきものと記している [9 一 p56 コ。 

西村が班長を つ とめた 1975 年の合成洗剤の 催奇形性に関する 合同研究の意味は、 三上教 

室から提出された 催奇形性実験に 関する確認試験であ り、 特に三上教室を 交えた四大学に 

おいて全く同一の 実検を行 う という異例のものであ った。 すなわちこの 研究で三上教室が 

主張していた 催奇形性が発現しなけれ ば 、 それまで三上教室が 発表し、 マスコミの大きな 

注目を集め、 合成洗剤追放運動の 最も大きな推進力となっていた 合成洗剤のほ 乳類に対す 

る 催奇形性が否定されるという 意味を持っ。 その結果、 三上は合成洗剤の 催奇形性を否定 

はしなかったものの、 それまでに提出していた 合成洗剤催奇形説の 裏 付け研究の再現性は 

否定され、 専門家レベルでは 合成洗剤の催奇形説は 葬られた。 三上は当然合成洗剤有害説 

を曲げることはなかったが、 論点は催奇形性以外の 有害性へ、 または進化論からみたほ 乳 

類 における催奇形性の 発現の可能性といった 方向に有害説を 展開していく。 

" まだ、 哺乳類に対する 催奇性については 多くの議論がなされています。 しかし、 進化 

論の立場からみて 水棲生物、 両棲 頽 、 哺乳類と進化しても 授精から 膵化 までの発生のメカ 

ニズムは基本的に 同一ですし、 近 広子の DNA や RNA の構造の損傷によって、 突然変異が 

起こるというメカニズムが、 単細胞の細菌類から ヒト まで基本的には 同じだ、 ということ 

からみても、 水棲生物、 両棲生物に催奇性の 認められたものは、 哺乳類であ っても催奇性 

の危険があ るとみなすべきだと 思います。 " [20 一 p189: 三上 ] 

そして、 何より次のような 記述がみられたことは 重要であ る。 

" しかし、 万一、 かりに、 催奇形性が否定されたとしても、 その事自体は、 合成洗剤の 

毒性を全般的に 免罪する事を 意味する訳ではない。 " [23 一 D145: 三上 コ 

「万一」や「かりに」が 重ねて用いられてはいるが、 この表現は、 実験によってほ 乳類 

に対する催奇形性を 証明した研究者の 発する発言ではあ り得ない。 再現性のあ る功物実検 
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によって証明した 事実が認められないなら ぱ 、 それはあ る圧力によって 徹底的に事実が 曲 

げられていることを 意味し、 それに対抗するには 世界中のより 多くの研究者に 訴えて自ら 

の 実験結果を支持する 追試を待つのが 常道であ る。 特に現在は界面活性剤の 催奇形性のよ 

うな実検によって 比較的簡単に 証明できる事実を 覆い隠せるだけの 圧力を発することので 

きる組織・団体等がこの 世の中に存在するとも 考えられない。 よって、 実検証明した 事実 

が 否定されることを 仮定条件としての 発言などあ り得ない。 再現性のあ る催奇形性実検の 

方法、 結果等の詳細について 世の中のより 多くの研究者に 伝えるよ う に働きかけ ろ ことこ 

そが、 真に催奇形性を 証明した研究者のあ り方であ る。 つまり、 「催奇形性が 否定された 

としても」との 述部分から、 ラットを用いて 証明したとされていた 哺乳頽の催奇形性に 関 

する実検結果を、 その研究グループの 代表者自らが 否定したものと 理解できる。 
このように三上グループから 多数の催奇形性データが 発表されたが、 事実上は 、 ほ乳 煩 

への催奇形性を 実証的に証明したとされたデータはその 実験の責任者自体によって 否定さ 

れたと考えてよい。 しかし、 一般消費者レベルでは「催奇形性の 指摘があ った」事実のみ 

が取り上げられ、 中には「合成洗剤の 催奇形性が多数の 研究で証明されている」といった 

表現もみられる。 この現状は、 合成洗剤に関する 催奇形性についての 情報が全く曲げて 伝 

えられているという 点で大きな問題であ ると考えられる。 

科学者として 真に追放すべき 合成洗剤の有害性を 認めているなら、 自分の回りの 取り巻 

きに対してではなく、 世界に対して 科学者レベルでの 替 告を発するべきであ る。 そ う しな 

いのは怠慢、 い やむしろ毒性学者としての 犯罪に相当する。 また、 欧米では認められるが 

日本では認められないといった 人体への毒性、 つまり水の硬度が 高いがために 石けんは使 

いにくいといった 理由で許容されてしまう 程度の毒性では、 日本においても 合成洗剤追放 

の根拠にはなり 得ない。 それは、 石けんを主体とするメーカーと 合成洗剤を主体とする メ一 

カー との間での販売競争の 次元の話であ り、 消費者団体が 振り回される 必然性など欠片も 

ない。 

3 一 4. 合成洗剤反対派の 分裂と生協の 動向 

1977 年 (552)4 月に結成された 合成洗剤研究会は、 日本における 合成洗剤追放を 唱える 

オピニオソリーダ 一の集まりであ る。 しかし、 この研究会は 19 ㏄ 年 (555)1 月に柳沢派と 

三上派に分裂する。 これは、 「合成洗剤の 環境および生体に 対する影響を 研究する」目的 

を 掲げて発足したが、 1979 年に当時の会長の 柳沢文徳から「影響を 研究する」ではなく 

「危険性を研究する」に 変更する 29 にとの動議が 出された事に 端を発する。 両派の間に 

はかなり激しい 対立関係もみられた 模様で、 関連記述をみると 以下のようなものが 挙げら 

れる。 

" 学者は筋を通さねばならない。 これは大衆とは 全く関係のないことであ り、 あ の連中 

は 生協の洗剤を 推せんしていますが、 ハッキリ申してアルコール 系洗剤にも毒性はあ りま 

す。 生協では最初アルコール 系洗剤と言い、 今はしょ 糖 脂肪酸と言っている。 今一番貴重 

な 砂糖をなぜ洗剤に 使う必要があ るのですか。 そういう行き 方の生協に肩もちする 学者は 

頭が変だと思います。 私たちは洗剤によってどうという 事もなく、 正しい事を最後まで 皆 
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様に申しあ げただけで、 最初から 主 任をとって頂きたいと 申しあ げております。 " [5 一 p 

鯛コ ( 埼玉県岩槻市「合成洗剤と 粉石 げんについて 考える」 (1980 年 ) 記録の柳沢文正の 発 

言 より ) 

" 小林氏らが「科学技術者だけの 会議」を開催されるのかとおもったのは、 どうも私の 

おもいちがいのよ う で、 要は「よりよい 洗剤」を認めてくれる 消費者連動ならばいっこ う 

にかまわないということのようです。 こうした「戦術的」というか「戦略的」というか、 

ご 都合によって「運動」を 引っ張っていこうとする 科学者がいるところに、 いつも「混乱」 

がともなっているのです。 "  [1 卜 p60] 
。 独善的で排他的な 運動団体のエゴイズムが 、 他の組織のとりくみの 遅れや方針、 意見 

の 相違に対して 中傷的 た 発言になって 現れたり、 行動することによって、 運動自体に対す 

6 社会的な信用を 失わせる危険性があ ります。 " 、 " 不毛の論争にあ げくれて、 小異をす 

てて大同にっく 雅且 もなく、 他の組織の批判や 攻撃に終始して、 みずからもまた 客観情勢 

から孤立して、 常に一部の少数派であ る、 そのような態度は 潔癖な理想主義的な 行き方と 

しては評価できても、 ついに現実的な 一歩、 二歩前進によって 現実を切り 拓 くこともなく、 

そのあ いだに環境破壊を 決定的に取り 返しのつかない 状態にまで追いこむことさえあ り ぅ 

るでしょう。 " [20 一 D271J ( 小林担当部分 ) 

このように、 両派の間にはかなり 感情的とも思われる 対立関係が存在したが、 その分裂 

原因には日本生協連の 動向が大ぎく 影菩 している。 日本生協連は 1966 年に ABS に代わる 

ソフト化 LAS 洗剤として「コープソフト」、 1969 年には LAS を排除した高級アルコール 

系 洗剤「セフター」、 1979 年には衣料用洗剤「コープクリーソ」の サソフ ル 5 万個普及 運 

動 に取り組んだ。 合成洗剤反対運動の 追放目標は LAS 、 リソ 酸塩、 蛍光増白剤の 3 種で 

あ り、 基本的には AS 等の界面活性剤を 認め、 合成洗剤完全追放運動とは 方向性を異とし 

た [24 一 p11] 。 たとえば、 コープさっぽろの 出版物の中で、 " この洗剤問題でも、 コカ・ 

コーラ と 同様な問題が 存在した。 当時の消費者運動の 一部に、 「枕石投こそ 唯一の洗剤」 

とする主張があ ったが、 コープさっぽろでは、 それでは逆に 別の環境問題が 発生すること、 

運動的には幅を 狭めてしまうこと、 粉石鹸を含めてよりよい 洗剤へ切り替えていくという、 
現在ではごく 常識的な運動を 当初から提起していたという 点でも評価ができるだろう。 " 

[25 一 p ㏄ コ といった記述もみられる。 

一方、 生活クラブ生協連合会の 発行物をみると、 " 一方、 合成洗剤の界面活性剤は 、 石 

油から合成した ABS 、 LAS などが中心で、 これにゼオライト、 蛍光増白剤、 ェデト 酸塩、 

酵素など、 様々な 助剤 が添加されています。 合成洗剤の助 剤 には人体、 環境に毒性として 

助く危険なものが 多いのですが、 なぜこんなにも 添加してあ るかというと、 純 せっげんに 

比べ、 合成界面活性剤の 洗浄 力 が低いせいなのです。 ， [26 一 p61] のように合成洗剤を 否 

定 的に捉え、 また、 植物油脂原料の 合成洗剤についても " 毒性実検では ABS 、 LAS と何 

ら 変わっていません。 安全なのは唯一、 「せっげん」 だ げなのです。 " [26 一 p61] のよ う 

に一蹴している。 

元々、 生活クラプ生協神奈川の「合成洗剤追放対策委員会の 設置および運営に 関する条 

例」制定の直接請求の 署名運動 (1980) をめぐって生活クラプと 日本生活協同組合連合会の 
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間 に亀裂が生じていた。 請求内容が日生協の 方針と異なること、 また神奈川生協連の 一員 

であ った生活クラブ 生協神奈川が 事前に県連に 協議しなかったことなどをもとに、 各生協 

組合員に対してこの 直接請求運動に 協力しないように 要請したとのことであ る [20 一 p291] 。 

両者の主張の 違いは埋まることなくそのまま 現在に至っているが、 柳沢兄弟と三上が 他界 

した後、 日生協は小林 男 が、 生活クラブは 坂下柴がそのブレーソ 的 存在となったと 考えて 

良いであ ろう。 

このように、 両派の主張は 合成界面活性剤をすべて 否定するのか、 または LAS は追放 

するが全ての 合成界面活性剤を 否定はしないという 点での主張の 違いがあ る。 但し、 三上 

は、 " 以上、 ながながと述べてきましたが、 市販の合成洗剤、 厚生省提供の LAS 、 LAS 

一 S 、 AES 、 A 騰一 S 、 AOS 、 AOS 一 S などはすべて 環境汚染はもとより、 生体障害性 や 

催奇形性があ るという「洗剤有害論」が、 わたくしどもの 結論です。 ， [27 一 p135] のよう 

に、 基本的には全ての 合成洗剤に対する 有害論者であ るとの一面もあ る。 一方、 小林は 19 

75 年の時点で合成洗剤全体の 否定的記述は 多々みられるものの、 AS 支持の日生協を 意識 

して合成洗剤追放といった 態度を明確にはしていない L28 一 p5l] 。 また小林は 、 " 日本で 

石けんが最高に 消費されたのは、 昭和田 午 (1959) で 38 万 トソ 、 このとぎ合成洗剤は 5 万 ト 

ソも 消費されてかません。 この時代には 石けんと合成洗剤に 26 環境汚染はあ りませんで 

した。 " L2g 一 p116 コとの記述とともに 石けんの消費量拡大を 訴えた後、 1993 年には " 石げ 

んが最高に生産・ 消費されたのは 1959 年のことで、 ㏄ 万トソ でしたが、 この時期も横浜市 

の運河河口付近では、 跨 まで埋まるほど 石けん カス の へドロ が川底に溜まった 歴史的事実 

があ ります。 環境中での分解性のよい 石けんといえども 過剰に排出されれ ば 、 環境を汚染 

してしまいます。 合成洗剤を石げんに 置き換えるだけでは、 問題は解決しないのです。 " 

「 30 一 p18 コのように、 その状況によっての 発言内容の変化が 大きい。 

また生協連 ユー コープ事業連合商品検査 セ ソタ一所長との 立場で " しかし、 外資系の ァ 

ムゥ ，ィの 商品のように POER を単独で使用している 洗剤は、 環境水域で高ぬ 度の POER 

汚染を生じる 可能性があ ります " [31 一 p83] に続いて " ただし、 「セフター E 」や「うね 

り」のように AS を主体にし、 補完的・制限的に POER を使用している 限り、 問題を起こ 

すとは考えられません。 " [31 一 ㏄ 4 コ と 記している。 営利企業さえ、 その商品宣伝では 当 

社製品比較データを 示すのが一般的になってきた 現在、 生協のマーケティ ソグセソス に対 

して疑問が呈されるほどの 露骨な生協擁護姿勢であ る。 ただし、 これはあ くまて小林の 個 

性によ るものであ り、 日生協から直接出版された「水環境と 洗剤」 [24] では他社製品に 対 

する否定的見解はほとんど 見られない。 

4. おわりに 

以上のように 日本における 合成洗剤論争をめぐる 周辺について、 関連書籍の記述内容を 

もとに歴史的に 考察した結果、 その本質が合成洗剤問題に 関する科学的論争というよりは、 

むしろ消費者運動との 関連や中心的研究者のパーソナリティに 基因した社会的問題であ る 

と判断できる。 特に合成洗剤の 無 リソ 化が始まった 1980 年以降も存続した 合成洗剤追放還 
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動 には科学的根拠が 非常に希薄となった。 

今後の洗剤のあ り方を考える 場合には、 地球環境、 つまり地球次元での 環境問題への 対 

処は ついて考えていかねばならない。 従来の環境問題は、 特定地域における 公害型環境問 

題が中心であ った。 そこでは水俣病をはじめとする 種々の公害病を 防ぐための消費者保護 

の 必要性が強調され、 具体的方策としては 消費者が生産者であ る企業、 特に大企業に 対し 

て 敵対し、 厳しい監視によってその 自由度を奪 う 方向で運動が 進められてきた。 合成洗剤 

論争もまた消費者団体が 大手洗剤メーカーを 告発するという 公害型環境運動の 一例であ る。 

しかし、 地球環境問題では 公害型環境運動とは 異なる方法論が 要求される。 

洗剤に関しての 地球次元での 問題は 、 決して合成洗剤追放によって 解決されるものでは 

ない。 世界全体ての 合成洗剤の生産・ 消費 且は 、 洗浄についての 画期的な新技術が 開発さ 

れるといった 事がない限り 今後大福に増大する。 その中で、 比較的下水道の 普及が進んで 

いる欧米や日本などの 先進国では分解性の 優れた植物油脂原料の 界面活性剤の 割合が大幅 

に増大する見込みであ る。 一方、 下水道がほとんど 整備されていない 国々では LAS を 中 

心とした石油原料の 界面活性剤の 消 穏 且の増大が見込まれている。 そ う いった状況下で 日 

本の洗剤がど う あ るべきかを考える 必要があ る。 合成洗剤を全て 追放して油脂原料を 大里 

に 消費する 石 げんに切り替えるという 運動は全く地球環境の 視点に立った 運動ではない。 

石けん、 植物油脂原料の 合成界面活性剤、 石油原料の合成界面活性剤と、 それぞれの 長 

所 と短所があ る。 それらを評価する 場合には、 原料生産に伴 う 環境負荷、 有機汚濁物質と 

しての環境負荷、 水生生物への 彩音、 人への安全性等を 総合的に判断し、 それぞれの消費 

者のライフスタイルや 地域的な因子を 考慮する事が 望まれる。 

石けん以外の 合成洗剤を全く 受 け付 げないという 体質の者は当然石けんを 使用すべきで 

あ る。 界面活性剤の 影響で水生生物に 実害が生じる 場合には、 分解性が比較的低い 界面 活 

性 剤の使用は控えるべきであ る。 一方、 無酸素化が問題となるレベルまでに 有機物負荷が 

増している湖沼等では BOD 等の低いものが 選択されるべきであ ろう。 高度た下水道の 整っ 

た 地区では相対的 生 分解性が低 い 界面活性剤であ っても原料面等で 有利ならばそちらを 選 

訳 した方が地球環境負荷は 少ないといった 考え方も成り 立つ。 各消穏者 個人が石けん 派 と 

合成洗剤派とに 分かれる必要もなく、 被 挽物の種類、 水温、 汚れの種類や 且等に応じて 使 

い 分けるのも良い。 

多面的な種々の 情報が消費者に 提供されるとともに、 消費者が主体的に 地球環境を意識 

し 、 行動することが 今後の社会には 望まれる。 その状況下で、 消費者情報の 提供者の中心 

的存在の一 つ であ る消費者団体は 、 特に自ら発する 情報に対して 客観性を保たねばならな 

い 。 しかし、 実際には過去の 合成洗剤運動の 中で消費者団体から 発信された消費者情報は 

問題となる部分が 多かったという 事実があ る。 この合成洗剤論争を 消費者情報の 問題とし 

て 捉え、 過去の消費者団体等の 情報の取扱について 反省することは、 今後、 地球環境対応 

型の消 寅者 運動を展開していく 上で非常に重要な 示唆を与えることになるであ ろう。 
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